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第１ 法人の概況

１．主要な経営指標等の推移

当センターは、平成16年４月１日に設立されました。以下に平成20年度～平成24年度（各年度

４月１日～３月31日）における主要な経営指標等について、法人単位及びセンター法第14条及び

附則第11条第４項に基づく各勘定に関して記載しています。

○法人単位 （単位：百万円）

区 分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

経常費用 36,575 46,826 30,290 27,790 24,961

経常収益 39,542 42,950 26,631 25,272 22,674

経常利益 ※１ 2,967 △ 3,876 △ 3,659 △ 2,519 △ 2,287

臨時損失 － － 10 3 13

臨時利益 － － － － 2

当期純利益 ※２ 2,967 △ 3,876 △ 3,669 △ 2,522 △ 2,299

前期中期目標期間 － 20 16 11 21
繰越積立金取崩額

※３

センター法第15条 － 3,896 3,684 2,558 2,288
積立金取崩額 ※４

当期総利益 ※５ 2,967 39 31 47 10

資本金 ※６ 9,602 9,602 9,602 9,602 1,372

純資産額 ※７ 46,619 42,251 38,301 34,258 27,065

総資産額 987,687 964,403 922,022 891,197 858,375

自己資本比率 ※８ 4.72％ 4.38％ 4.15％ 3.84％ 3.15％

業務活動による 19,651 16,020 37,573 27,241 25,562
キャッシュ・フロー

投資活動による 3,942 6,003 △ 3,761 △ 2,798 △ 2,991
キャッシュ・フロー

財務活動による △ 13,927 △ 18,634 △ 38,215 △ 27,019 △ 26,157
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等 10,174 13,563 9,160 6,583 2,997
物の期末残高

役職員数 30人 30人 28人 25人 18人
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(1)一般勘定 （単位：百万円）

区 分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

経常費用 802 615 607 518 261

経常収益 1,002 634 632 557 262

経常利益 ※１ 200 19 25 39 1

臨時損失 － － 10 3 13

臨時利益 － － － － 2

当期純利益 ※２ 200 19 15 36 △ 11

前期中期目標期間 － 20 16 11 21
繰越積立金取崩額

※３

当期総利益 ※５ 200 39 31 47 10

資本金 ※６ 9,602 9,602 9,602 9,602 1,372

純資産額 ※７ 8,287 7,816 7,549 6,064 1,159

総資産額 8,753 8,189 7,882 6,562 1,550

業務活動による 76 △ 134 107 75 73
キャッシュ・フロー

投資活動による △ 54 △ 19 △ 3 208 934
キャッシュ・フロー

財務活動による － － － － △ 1,078
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等 342 189 294 576 504
物の期末残高

（注）センター法第14条の規定による区分経理により、当センターの運営に必要な経費を一括

して経理しています。
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(2)施設整備勘定 （単位：百万円）

区 分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

経常費用 35,772 46,211 29,683 27,273 24,699

経常収益 38,539 42,316 25,999 24,715 22,411

経常利益 ※１ 2,767 △ 3,896 △ 3,684 △ 2,558 △ 2,288

臨時損失 － － － － －

臨時利益 － － － － －

当期純利益 ※２ 2,767 △ 3,896 △ 3,684 △ 2,558 △ 2,288

センター法第15条 － 3,896 3,684 2,558 2,288
積立金取崩額 ※４

当期総利益 ※５ 2,767 － － － －

資本金 ※６ － － － － －

純資産額 ※７ 38,332 34,436 30,752 28,194 25,906

総資産額 978,934 956,214 914,140 884,635 856,825

業務活動による 19,575 16,154 37,466 27,166 25,490
キャッシュ・フロー

投資活動による 3,997 6,022 △ 3,758 △ 3,006 △ 3,925
キャッシュ・フロー

財務活動による △ 13,927 △ 18,634 △ 38,215 △ 27,019 △ 25,078
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等 9,832 13,373 8,866 6,007 2,493
物の期末残高

（注）センター法第13条の業務のうち、施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理、同法

第16条に規定する施設費貸付事業に必要な費用に充てるための長期借入金の経理、同法

附則第11条に規定する承継債務償還業務の経理及び承継された財産の処分に係る経理を

施設整備勘定としています。
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〔指標等の説明〕

※１：経常利益＝経常収益－経常費用

※２：当期純利益＝経常利益－臨時損失＋臨時利益

※３：前期中期目標期間繰越積立金取崩額

＝独立行政法人国立大学財務・経営センター法第15条第１項に基づく積立金取崩額

※４：センター法第15条積立金取崩額

＝独立行政法人国立大学財務・経営センター法第15条第５項に基づく積立金取崩額

※５：当期総利益＝当期純利益＋前期中期目標期間繰越積立金取崩額

＋センター法第15条積立金取崩額

※６：資本金＝政府出資金

※７：純資産額＝自己資本＝政府出資金＋資本剰余金＋利益剰余金

※８：自己資本比率＝純資産／総資産×100

２．沿革

当センターの前身である国立学校財務センターは、平成４年７月に国の機関として設置され

運営されてきましたが、平成16年４月に国立大学法人等の発足とともに、独立行政法人国立大

学財務・経営センターとなりました。

平成４年４月１日 ○文部省に、国立学校財務センターの業務等に関する連絡協議等を行う

ため、関係局（部）課による連絡協議会が発足

平成４年４月10日 ○文部大臣裁定により、国立学校財務センターの創設準備組織要領が制

定され、放送教育開発センターに国立学校財務センター創設準備に関

する事務を処理するため、「創設準備室」を設けることが決定

○準備室長に前川正が就任

○創設準備室を文部省内に設置

平成４年５月６日 ○「国立学校財務センター」の設置を内容とする「国立学校設置法及び

国立学校特別会計法の一部を改正する法律」（平成４年法律第37号）

が公布

平成４年７月１日 ○「国立学校財務センター」設立

○初代所長に前川 正が就任

平成11年４月１日 ○第２代所長に大﨑 仁が就任

平成15年７月16日 ○独立行政法人国立大学財務・経営センター法（平成15年法律第115号）

が公布

平成16年４月１日 ○独立行政法人国立大学財務・経営センター設立

○初代理事長に遠藤 昭雄が就任

平成22年４月１日 ○第２代理事長に豊田 長康が就任

平成25年４月１日 ○第３代理事長に髙井 陸雄が就任
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３．事業の内容

（１）設置の背景

当センターの前身である「国立学校財務センター」は、平成４年７月１日に国立学校設置

法（昭和24年法律第150号）上の国の機関として設置されました。国立学校設置法により設

置されていた機関は、国立学校財務センターのほかに平成16年３月末時点で、国立大学（89

大学）、大学共同利用機関（14機関）、国立高等専門学校（55高専）、大学評価・学位授与機

構ならびに久里浜養護学校があり、これらの整備充実を目的として国立学校特別会計により

経理されていました。

これらの機関は、「国立大学法人法」関係６法の公布・施行により、独立行政法人国立大

学財務・経営センター、国立大学法人（89法人）、大学共同利用機関法人（４法人）、独立行

政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人メディ

ア教育開発センターの計97法人として、平成16年４月１日に設立され、これに伴い国立学校

特別会計は同日付で廃止されました。

当センターは、国立学校財務センターとして、従来行ってきた国立学校財産の有効活用、

高等教育財政・財務等に関する調査研究の推進などの業務に加え、廃止前の国立学校特別会

計（以下「旧国立学校特別会計」という。）が従来行ってきた①財政融資資金からの借入金

を財源とする施設整備、②特定の学校財産処分収入を財源とする施設整備、③既往長期借入

金債務の償還、の３つの業務を引き継ぐこととして、平成16年４月１日に、独立行政法人国

立大学財務・経営センターとして設立されたものです。

（２）設置の趣旨・目的

当センターは、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校

機構（以下「国立大学法人等」という。）の施設の整備等に必要な資金の貸付及び交付並び

に国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究、その職員の研修その他の業務を行

うことにより、国立大学法人等の教育研究環境の整備充実並びに財務及び経営の改善を図り、

もって国立大学、大学共同利用機関及び国立高等専門学校（以下「国立大学等」という。）

における教育研究の振興に資することを目的に設置されました。

当センターは、センター法第13条において、上記目的を達成するため、以下の業務を行う

こととされています。

①国立大学法人等の財産の適切かつ有効な活用について国立大学法人等に対する協力及び

専門的、技術的助言を行うこと。

②国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、

土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付（施設費貸付

事業）を行うこと。

③国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置

若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付（施設費交付事業）を行うこと。

④国立大学法人等における奨学を目的とする寄附金で特定の国立大学法人等に係るもの以

外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する業務を行うこと。
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⑤高等教育に係る財政並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究を行う

こと。

⑥国立大学法人等における財務及び経営の改善に関し、その職員の研修、情報提供その他

の業務を行うこと。

⑦上記①～⑥の業務に附帯する業務を行うこと。

（参考）

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）において、

当センターの実施する「財産管理・処分・有効活用に関する協力・助言事業」、「高等教育に係

る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研究事業」及び「財務・経営の改善

に資するための情報提供、協力・助言事業」について廃止するとされたことを踏まえ、平成22

年度末をもって経営支援課、平成23年度末をもって研究部を廃止する等の組織及び事業の見直

し等の対応を実施したことにより、現在は上記②及び③の業務のみを行っています。

（３）国との関係について

【当センター固有の国との主な関係】

① 主務大臣

当センターの主務大臣は、文部科学大臣とされています。（センター法第21条）

② 国の施設整備計画に従った国立大学等の施設整備の推進

国立大学等の施設は、学術研究や人材育成のための活動拠点であり、科学技術創造立国

を目指す我が国にとって不可欠な基盤となっています。

当センターにおいては、旧国立学校特別会計の業務を引き継ぐものとして、国立大学等

の施設の整備に必要な資金の貸付及び交付を行う施設費貸付事業及び施設費交付事業を行

っていますが、国立大学等の施設整備の重要性に鑑み、これら２つの事業は、国と一体と

なって国の施設整備計画に従い事業を推進するため、文部科学大臣の定めるところにより、

事業を行うこととされています。（センター法第13条第２号及び第３号）

③ 旧国立学校特別会計の財産及び負債の承継

当センターは、上記②のとおり、国立大学等の施設整備を推進するため、国立大学等の

施設の整備に必要な資金の交付を行う施設費交付事業を行っていますが、この施設費交付

事業の財源に充てるため、独立行政法人化（以下独立行政法人化、国立大学法人化及び大

学共同利用機関法人化をそれぞれ「法人化」という。）に際して、旧国立学校特別会計が

有していた特定学校財産（※）、積立金、決算剰余金等を承継しています。

また、当センターは、旧国立学校特別会計の財政融資資金からの負債1,004,737百万円

を一括して承継しています。この負債は、従来の各国立大学の病院整備等のためのもので

あることから、当センターが直接債務を負担する3,750百万円を除き、国立大学法人法（平

成15年法律第112号）附則第12条第１項により、文部科学大臣が定めた43の国立大学法人

が、当センターに対し文部科学大臣が定めた額を負担することとされており、当センター

がこれを取りまとめて財政融資資金に対し償還を行なっています。（センター法附則第８

条第１項）
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※特定学校財産・・・廃止前の国立学校設置法に規定されていたもので、国立学校財産のうち、

移転、施設の高層化等により不用となったもので処分収入額が100億円を

超える財産のうち、文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した財産

④ 長期借入金及び債券

当センターは文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立大

学財務・経営センター債券（以下「センター債券」という。）を発行することができると

されています。なお、文部科学大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ文部

科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。（セン

ター法第16条）

また、当センターは、毎事業年度、長期借入金及びセンター債券の償還計画を立てて、

文部科学大臣の認可を受けなければならないとされています。なお、文部科学大臣は、当

該認可をしようとするときは、あらかじめ文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を

聴かなければならないとされています。（センター法第18条）

⑤ 追加出資及び政府保証

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において当センターに

追加して出資することができるとされています。（センター法第５条第２項）

また、政府は、当センターの長期借入金又はセンター債券に係る債務について、国会の

議決を経た金額の範囲内で保証することができるとされています。（センター法第17条）

⑥ 会計検査院の検査

当センターに対しては、会計の検査を目的とした会計検査院による検査が行われていま

す。当該検査の観点は以下のとおりです。（会計検査院法（昭和22年法律第73号）第20条、

第22条第５号）

・決算が予算執行の状況を正確に表示しているか。（正確性）

・会計経理が予算や法令等に従って適正に処理されているか。（合規性）

・事務・事業が経済的、効率的に行われているか。（経済性、効率性）

・事業全体が所期の目的を達成し効果を上げているか。（有効性）
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【独立行政法人固有の国との主な関係】

① 役員の任命・解任

当センターの理事長及び監事は、文部科学大臣が任命します。また、文部科学大臣は、

理事長及び監事を解任することができるとされています。

なお、当センターのその他の役員は、理事長が任命、解任しますが、その時は遅滞なく

文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならないとされています。（通

則法第20条及び第23条）

② 業務方法書

当センターは、業務方法書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならないとさ

れています。また、文部科学大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ文部科

学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。なお、こ

れを変更するときも同様とされています。（通則法第28条第１項、第３項）

③ 独立行政法人評価委員会

当センターの業務の実績に関する評価等を行うために、文部科学省に独立行政法人評価

委員会が設置されています。（通則法第12条）

また、文部科学省の独立行政法人評価委員会の評価結果の通知を受け、第三者的な立場

から調査・審議を行い、必要があると認められる場合、意見を述べることができる政策評

価・独立行政法人評価委員会が総務省に設置されています。（総務省組織令（平成12年政

令第246号）第121条）

④ 中期目標

文部科学大臣は、３年以上５年以下の期間（当センターにおいては、第１中期目標期間

は平成16年４月から平成21年３月まで、第２中期目標期間は平成21年４月から平成26年３

月までの各５年間）において当センターが達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期

目標」という。）を定め、これを指示するとともに、公表しなければならないとされてい

ます。これを変更したときも同様とされています。また、文部科学大臣は、中期目標を定

め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学省の独立行政法人評価委員

会の意見を聴かなければならないとされています。（通則法第29条第１項、第３項）

⑤ 中期計画

当センターは、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計

画」という。）を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならないとされています。

これを変更しようとするときも同様とされています。また、文部科学大臣は、当該認可を

しようとするときは、あらかじめ文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなけ

ればならないとされています。（通則法第30条第１項、第３項）

⑥ 年度計画

当センターは、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、当該事業年度の業務運営に

関する計画（以下「年度計画」という。）を定め、これを文部科学大臣に届け出るととも

に、公表しなければならないとされています。これを変更しようとするときも同様とされ

ています。（通則法第31条第１項）

⑦ 各事業年度に係る業務の実績に関する評価

当センターは、各事業年度における業務の実績について、文部科学省の独立行政法人評

価委員会の評価を受けなければならないとされています。
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文部科学省の独立行政法人評価委員会は、当該評価を行ったときは、遅滞なく、当セン

ター及び総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に対して、当該評価の結果を通知し、

必要があると認めるときは、当センターに対し、業務運営の改善その他の勧告をすること

ができるとされています。（通則法第32条第１項、第３項）

なお、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、当該評価の結果について必要が

あると認めるときは、文部科学省の独立行政法人評価委員会に対し、意見を述べることが

できるとされています。（通則法第32条第５項）

⑧ 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する評価

当センターは、中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に係る事業報告書を

文部科学大臣に提出するとともに、公表しなければならないとされています。(通則法第33条)

当センターは、中期目標の期間における業務の実績について、文部科学省の独立行政法

人評価委員会の評価を受けなければならないとされています。

文部科学省の独立行政法人評価委員会は、当該評価を行ったときは、遅滞なく、当セン

ター及び総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に対して、当該評価の結果を通知し、

必要があると認めるときは、当センターに対し、業務運営の改善その他の勧告をすること

ができるとされています。（通則法第34条第１項、第３項）

なお、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、当該評価の結果について必要が

あると認めるときは、文部科学省の独立行政法人評価委員会に対し、意見を述べることが

できるとされています。（通則法第34条第３項）

⑨ 中期目標の期間の終了時の検討

文部科学大臣は、中期目標の期間の終了時において、文部科学省の独立行政法人評価委

員会の意見を受けて、当センターの業務を継続させる必要性、組織の在り方その他組織及

び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとされて

います。また、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、当センターの中期目標の

期間終了時において主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告することがで

きるとされています。（通則法第35条第１項、第２項、第３項）

⑩ 財務諸表等

当センターは毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科

学大臣に提出し、その承認を受けなければならないとされています。

また、文部科学大臣は、当該承認をしようとするときは、あらかじめ文部科学省の独立

行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。（通則法第38条第１

項、第３項）

⑪ 会計監査人の監査

当センターは、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に

ついて、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならないとされています。

（通則法第39条）

なお、会計監査人は文部科学大臣が選任するとされています。（通則法第40条）

⑫ 財源措置

政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために

必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができるとされており、当セン

ターの一般勘定に対し、その運営に必要な経費は、運営費交付金として交付されています。

（通則法第46条）
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（４）組織図

（平成26年１月28日現在）

総 務 係

総 務 課 課長補佐 会 計 係

運営評議会（※） 資金管理係

総 務 部

総務部副部長

施設助成係

理 事 長 理 事 審 議 役 施設助成課 課長補佐 専門職員

主任助成員

監 事

※ 運営評議会

業務運営に関する重要事項について外部有識者の意見を聴くため、学識経験者等（20名以

内）からなる「運営評議会」を設置しています。

（５）事業の概要

【一般勘定】

当センターは、センター法第14条及び附則第11条第４項により、一般勘定と施設整備勘定

に勘定を区分していますが、一般勘定においては、運営費交付金及び自己収入を財源として、

以下の業務を行っています。

大学共同利用施設の管理運営

大学等の教育、研究、社会貢献等に関する諸活動の利用に供するために大学共同利用施設

の管理運営を行っていましたが、当センターが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要

がなくなったと認められたことなどにより、大学共同利用施設として保有していたキャンパ

スイノベーションセンター東京及び大阪の売却契約を平成24年３月30日に締結し、それぞれ

国立大学法人東京工業大学及び国立大学法人大阪大学への売却が完了しました。

また、一橋記念講堂・会議室等についても、売却契約を平成24年５月14日に締結し、国立

大学法人一橋大学への売却が完了しました。
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【施設整備勘定】

当センターは、施設整備勘定においては、以下の業務を行っています。

① 施設費貸付事業

ⅰ）概 要

従来、旧国立学校特別会計においては、国立大学等の施設の整備の促進を図るため、附

属病院の施設整備事業、移転のための施設整備事業等については、長期借入金を整備財源

とすることができるとされており、当該長期借入金は国の財政事情が厳しい中、計画的に

国立大学等の施設整備の促進を図っていく上で、貴重な財源となっていました。

国立大学等の法人化後は、国立大学等の施設整備は、基本的には国からの施設整備費補

助金で措置されるものです。しかしながら、施設の老朽・狭隘化の改善が最重要の課題と

される中、国立大学等の施設整備を引き続き着実に実施するためには、長期借入金を活用

することが不可欠であります。このため、国立大学法人及び大学共同利用機関法人には、

長期借入金の制度が整備されています。

当センターは、このような長期借入金制度に対応するため、国立大学法人及び大学共同

利用機関法人を対象として、附属病院整備及びキャンパス移転整備について、土地の取得、

施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金を貸し付ける施設費貸付事業を行っ

ています。

なお、当センターの施設費貸付事業は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の施設

整備の重要性に鑑み、国と一体となって、国の施設整備計画に従い事業を推進するため、

センター法第13条第２号により、文部科学大臣の定めるところにより、行うこととされて

います。

ⅱ）財 源

財源は当センターが財政融資資金から借り入れた長期借入金及びセンター債券の発行に

より市場から調達した資金です。

ⅲ）担 保

施設費貸付事業に係る資金の貸付に当たっては、償還確実性を確保する観点から、貸付

の対象となる施設又はその敷地を担保に徴するとともに、第一順位の抵当権を設定登記す

ることとしています。
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（参考）

○ 施設費貸付事業の仕組み

施設費貸付事業

国立大学財務・経営センター国立大学財務・経営センター

財政融資資金
市場

（債券発行）

借入・償還

国

【セ法第１３条第２号】

各国立大学法人各国立大学法人（附属病院整備、移転整備）（附属病院整備、移転整備）

大臣の定め

【対象事業】

附属病院整備、移転整備に係る

・土地の取得

・施設の設置若しくは整備

・設備の設置

【セ法第１６条第１項】

【セ法第１３条第２号】

各大学共同利用機関法人各大学共同利用機関法人（移転整備）（移転整備）

○各法人が必要とする額を当センターが一括借入

○附属病院整備及び移転整備のための施設費等を貸付

資金の貸付

貸付金の回収

セ法・・・独立行政法人国立大学
財務・経営センター法
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② 承継債務償還

ⅰ）概 要

当センターは平成16年４月１日に法人化する際、旧国立学校特別会計が財政融資資金に

対し負っていた債務1,004,737百万円を一括して承継しています。従来は、このうち附属

病院整備に係るものの償還財源は、関係国立大学の附属病院収入でしたが、借入自体は旧

国立学校特別会計が行っており、関係国立大学が直接債務を負っていたものではありませ

んでした。国立大学等の法人化に当たっては、これらの経緯を踏まえ、当該長期借入金債

務を当センターが一括して承継するとともに、附属病院等を有する国立大学が附属病院整

備に係る債務の相当額を当センターに対し負担することとされました。

このため、この承継額のうち附属病院整備に係るもの以外の3,750百万円は、当センタ

ーが国から承継した財産等を財源として償還するとともに、附属病院整備に係る残りの

1,000,987百万円については、国立大学法人法附則第12条第１項により、文部科学大臣が

定めた43の国立大学法人が当センターに対し文部科学大臣が定めた額を負担することとさ

れており、当センターがこれを取りまとめて財政融資資金に対し償還を行なっています。

ⅱ）国立大学法人による保証

当センターの承継した債務の償還確実性を確保するため、国立大学法人法附則第12条第

３項により、文部科学大臣が定めた額を負担することとなった国立大学法人は、当センタ

ーの承継した債務を保証しています。
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（参考）

○ 承継債務償還の仕組み

承継債務償還業務
【セ法附則第１１条第１項】

国立大学財務・経営センター国立大学財務・経営センター

国

市

場

財
政
融
資
資
金

附属病院を有する国立大学法人附属病院を有する国立大学法人

附属病院整備に係る

既存債務承継

処分収入

償還

【セ法附則第１１条第１項第１号】

納付される金銭の徴収

【セ法附則第１１条第１項第１号】

【セ法附則第１１条第１項第２号】

【セ法附則第８条第
１項第１号その他
政令で定めるもの】

【セ法附則第８条第１項第２号】

負担

【国立大学法人法附則
第１２条第１項】

○旧国立学校特別会計の既存債務を当センターが一括承継

○各大学の負担金を当センターが取りまとめる等して償還

特定学校財
産等承継

特定学校
財産処分

保証

【国立大学法人法附則
第１２条第３項】

セ法・・・独立行政法人国立大学
財務・経営センター法
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③ 施設費交付事業

ⅰ）概 要

国立大学等の施設は、学術研究や人材育成のための活動拠点であり、科学技術創造立国

を目指す我が国にとって、不可欠な基盤ですが、老朽化・狭隘化が進むなど、その改善が

最重要の課題とされています。

当センターは、このような状況に対応するため、国立大学法人等を対象として、土地の

取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金を交付する施設費交付事業を

行っています。

なお、当センターの施設費交付事業は、国立大学等の施設整備の重要性に鑑み、国と一

体となって国の施設整備計画に従い事業を推進するため、センター法第13条第３号により、

文部科学大臣の定めるところにより、行うこととされています。

ⅱ）財 源

当センターは、施設費交付事業の財源に充てるため、法人化に際して、旧国立学校特別

会計が有していた特定学校財産、積立金、決算剰余金等総額58,687百万円の財産を国から

承継しています。

また、各国立大学法人等が国から出資された土地を売却した場合は、施設費交付事業の

財源に充てるため、当該売却収入のうち文部科学大臣が定める一定割合（原則100分の50）

を当該国立大学法人から当センターへ納付してもらう仕組みとなっています。

④ 旧特定学校財産の管理処分

当センターは、施設費交付事業の財源に充てるため、旧国立学校特別会計が有していた

特定学校財産（15頁の「※特定学校財産」をご参照下さい。）を国から承継しており、当

該特定学校財産の管理処分業務を行っています。

当センターは、国から承継した特定学校財産を処分するとともに、得られた収入は、当

センターが実施する施設費交付事業の財源に充てることとしています。
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（参考）

○ 施設費交付事業の仕組み

施設費交付事業
【セ法第１３条第３号】

国立大学財務・経営センター国立大学財務・経営センター

各国立大学法人各国立大学法人

各大学共同利用機関法人各大学共同利用機関法人

国立高等専門学校機構国立高等専門学校機構

市

場

特定学校
財産処分

処分収入

処分収入

不用財産処分

処分収入の

一部納付

国

大臣の定め
特定学校財
産等承継

資金の交付

・土地の取得

・施設の設置若しくは整備

・設備の設置

【セ法附則第１１条第１項第２号】

【セ法第１３条第３号】

【国立大学法人法
第７条第４項又は
附則第９条第３項
に基づく出資の際

の条件】

【セ法附則第８条第１
項第１号その他政令

で定めるもの】

○国立大学法人等から納付される財産処分収入の一部
位及び特定学校財産の処分収入等が財源

○国の施設費補助金とは別に施設費として交付

【セ法第１３条第３号】

セ法・・・独立行政法人国立大学
財務・経営センター法

【対象事業】
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４．関係会社の状況

該当事項はありません。

５．役職員の状況

【平成25年10月１日現在】

役 員 ４（２）人

職 員 16 人

計 20（２）人

（注）（ ）内は、非常勤役員数で内数です。
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